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り、住民に対して参加 をする際には、 のよう

な であるから に参加して しいと 明したとのこ

とであった 図 13 。さらに、行 はコンサル ントに

対して、住民が に意見を出せるようなテー を 設

定するよう要求した。つまり、 定されていたWSは、

検討 で された をたたき に、より多くの住

民の意見を り させる目的であったが、この 合せ

によって、 にアイデアを出し合う に変更された。

　以上より、WSの目的や内容を一 変更し、参加の ー

ドルを下 ることで、WSが 立する参加者人数を確

することを目指していると解 できる。

の

　 1 WS の に された 1 の事 合

せでは、行 より、理事者との調整が計画 りに まな

かったため、検討 から WSの 題とされていた

整備を から さなければいけない状況が報告され

た。それは、理事者から民間の運営主体が町内に見 た

らない り整備しないという方 を告 られたとのこと

であった。この は、近隣住民にも かれた サー

ス 設施設として検討が けられていたものである。

運営主体に関しては、 の事 合せから さ

れ けており、 立して運営できる町内の民間団体とし

て え団体や野 団体などの 性が されて

いたが、有効な手立てとはなり得なかった。

　このような 定 の出 事が こった にあたっ

て、事 は、 、隣町で サー ス 点の運営を

行っている 団体に の を立て視察を行い、WS

の参加を した。これは、WS の参加を じて、

行中の計画 の理解を図り、運営を う指定 理者と

なることを き けてくれるかどうか様 をうかがう目

的があった。

　以上より、 工 の団地において してもらいたい

団体を計画策定プロセスに参加させることで、 体

を し 題の解 を図る工夫を導入していると解 で

きる。

まとめ

　以上の分析より明らかとなった検討過程における工夫

と について、以下では特に公営住宅整備の特 と

し合せ要点を す。

公営住宅整備では計画策定に参加する住民に入居者と

近隣住民といった立 の いがある。よって、住民参加

体の が組み上がった で、各住民参加方法の

けを分け、住民の立 の いにより参加の仕方を変

えて意見の反映度合いを調整している。また、公営住宅

整備では住宅に関する各 の に しやすい。よっ

て、参加者が 体的となり 々人の関 が と

なった で、 方法を 考したり 題や を

細かく したりしている。さらに、公営住宅整備では

住民が 的に 理する共用空間の整備を目指すことが

ある。しかし、 理者 定が計画 り まなくなった

が じることがあり、こういった では参加者に民

間 理者 を組み み 体 を図っている。

　本事例のように市 地においてある一定の で整備

される団地は、近隣住民にとって 環境の一 として

の大きな を持つと考えられる。そこで住民参加につ

いては、その団地が市 地 体の中でどのような環境と

なるべきか され、そのためにはどの住民がどのよう

に参加すべきか十分に検討された上ではじめて導入され

るべきである。そのとき、市 地 の視点から、入

居者のみなら 近隣住民を参加させることは意義 く、

地区の住環境の に する事業としての を共有し

た参加手法を組み立てることが要点であると考える。

の

竣工後の団地において活動してもらいたい団体
との協力体制を探り構築する工夫

集会所には触れない

WS第 1回内容

民間の運営主体が決まらない限り検討を進めないようにする

集会所の指定管理者を委託したい

町外NPO代表

WS参加者

１．研究の背景と目的

1960 年代後半から都市部で始まった持家指向であっ
たが、1980年代には土地価格が高騰し、鉄道駅周辺など
利便性の高い場所で戸建住宅取得が難しくなっていた。

公的な住宅供給セクターは、利便性のよい立地で手頃な

価格の住宅地を供給するために、その開発計画を様々に

工夫して提案していた。接地性が高く、かつ経済性が高

い住宅地計画として、戸建住宅ではなく長屋建てのタウ

ンハウスが多く提案された時期でもあった。

数々の住宅地提案がなされる中で、戸建住宅でありな

がら土地の有効利用を図り、良好な住環境を担保する住

宅地計画として開発されたのが、日本の伝統的住宅形式

である町家をモデルとした「アレイハウス」であった。

「アレイハウス」は、1979年上田篤の著書「タウンハウ
ス 町家の再生」１）で提案された都市型住宅モデルであ

る。著書の中では「近世にすぐれた都市住居として完成

した日本の町家は、その形式も、その思想も、現代住宅

にひきつがれていない」として、町家の現代住宅に適応

しにくいいくつかの欠陥を解決して、「町家」型の現代化

を進める、として提案されていた。

1983年、この設計方針をもとに泉北ニュータウン三原
台アレイハウスは計画され、大阪府住宅供給公社の一般

分譲住宅「アレイハウス」として発売された。その後 32
年が経過した現在、居住者による様々な改変が行われ、

それにより空間・景観に変化が生じている。

	 一団の戸建住宅地が統一的な設計方針で計画され、そ

のことにより相互の住環境を担保し、まとまった景観を

つくり出す事例は、戸建住宅地の開発においてはしばし

ば用いられる手法であるが、それぞれの敷地が個人に分

譲され、個別に更新が行われた時、どのような特徴が継

承されるのか、どのようなルールを持つことが住環境の

担保に有効であるかを知ることは、今後の分譲戸建住宅

地の計画を進めるにおいて重要であると考える。

本研究は、方針を持って設計された住宅地「三原台ア

レイハウス」が、時間経過や居住者の入れ替わりにより

変化して行く中で、どのような改変が行われ、何が継承
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とができない。そのため北 13 戸は敷地 の 中

場を利用することとなっており、18の「 」の

戸 は 住戸での 現が わなかった。 中 場北

には 用の 場として 場のある レイ 、

中 き場が されている。三原台アレイハウスの

敷地は、戸建住宅地ではあるが、 有地と 有地がある。

	 敷地は として で統一されており、屋 には

の が用いられていた。 西のモールの西 入り に

は い ー がもう られ、 宅地を く 地にも

様のデ インの さな ー が設 られた。中 モール

には m の が された。 ン レ に され

た ースを図 に す。

（ ）建築協定と 定されている

三原台アレイハウスには、分譲時の 1983 年から建築
協定が されている。現在の建築協定は、2016（ 成

28）年 に再 されたものである。これまで 3 の

更新を行っているが、 の変更 はなかった。建

築協定に定められているのは、 の である。

アレイハウスの設計方針と らすと、 つ「 」の

形の敷地、 一 、 アレイ の 関のう

、 の 形の敷地については、１ 画の変更できな

いので変更 である（協定 ）。 の一 は 定

されているが、 の は１m 上 さな ればならな

い ではないとの 定（協定 ）になっており、

を 定はしていない。 については れられてい

ない。

18の「 」では、 、 は協定 により、 道

は、協定 、 により 定されており、 は、協定

により、 の を 保することにより、一部 定さ

れている。 は、協定 により 定されている。 方

向 難は、建築協定では担保できておら 、 のア

レイ中 からの 関や、 地に関する「 」は、アレ

イについては 地からの１m 後 で 定されているが、

関についての 定はないため、担保はできていない。

の 設は、協定 により 定されている。 上

のように、「 」、「 」とも建築協定です てが 定

されている ではない。

（ ） 理

三原台アレイハウスは、 にも たように 有地と

有地があるため、1983年 時から 理 が 成され

ている。理事は居住者が で めている。居住者は

々 理 を 理 に め、それを 用部分の

理 に てている。 用部分の 場は北 の の住

戸の が利用しているが、 用 場を利用しない

のなら の居住者も 担している。

． 景 の の の	

1983年に 工して 、2015年までで変化したこと、
変化していないことを、特に 1984 年 で行った

について、2015年 12 5日 8日に観 を行

った。敷地 の変化、およ 建替え住戸については、

建替え理 、建替えと建築協定 について な り

住 ア ン も行った。

（１）敷地 の変化

	 建築協定で 定されているため、敷地や宅地の変化は

られなかった。中 モールの ー は 化が 立 、

手入れの 要が出てきたため、 ン ンス のた

め取り かれた。現在は めと が った りの

が立てられている。 様のデ インの 地の

ー はそのまま われている。中 モールの は大き

	 三原台アレイハウスの ス	
分 レ 	
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宅地では道 、すなわ す て 向きであった。 
の 、 の  

	 の 、 の は、1984年 では 宅地の道

宅地の で られた。い れも 場の設 に

う の であった。2015 年 では、 宅地で 11
宅地の 宅地で の 、 の が られたが、い

れも道 での 場の設 のための の と、

場入り としての などの新たな の設 であっ

た。北 宅地では の の 13 宅地の 宅地で

られ、そのう 宅地は道 、モール ともに を

していた。 化に う と られる。 については

建築協定で「 したら現 する」よう されている

が、完成時のデ インとは なった が用いられていた。 
の向き（ と されている向き） 

	 設計方針では、道 が でハレ、モール が で

と定められていた。1984年 でも北 宅地はモール

を と える宅地が 13 宅地のう 宅地と半数 上を

しめていたが、2015年では北 宅地のす てがモール

を としてのしつらいとなっていた。これは敷地 定時

において北 道 が 道 となったため のアクセス

ができなかったこと、道 までは で りる 要もあ

り、また駅の方向は であったことなど、利便性の理

もあるものと考えられる。 
し場の  

	 設計方針では、 し場はアレイか 2 ン とし

て、道 から えないことを原 としていた。 
	 しかし、1984 年 でも に 24 宅地中 12 宅地が
し場つくっており、2016 では 24宅地のう 19

宅地で が し場となっていた。 に し場が

ないのは、新築住宅の 宅地と 宅地１宅地の で、

い れも 2 に ン を ていた。 の宅地

については、 とされる方に し場ができていたこと

となる。 宅地ではす て である道 に し場

ができた。 

の  
	 は、1984年 では北 の に かれる 向があ

り、24敷地の 6敷地で北 に かれていた。2015年
では北 宅地では北 に 、 に 、 宅地で

は北に 4、 に となった。 は 宅地の場 、1983
年に北 に かれた がそのままになっており、新た

に かれた がす て である道 となっていた。 
（ ） の変更 
	 図 に、 が変化した住宅を す。北 宅地で 宅

地、 宅地で 5 宅地、計 10 宅地で の変更が ら

れ、建替えた 宅地はす て ではなかった。なお、

とあまり変わらない 化の のための

の は の変更とはしなかった。変更された は

様々で、 の か、 ンク、 といった な まで

あった。三原台アレイハウスにおいては、建築 とは

大きく なる の の変更がすす でいるが、建築

協定では の 定が設 られていないため、建築 の

統一された い のま な は われつつある。これ

に し ア ン では、「 の変化によるま な の変

化は、特に になっており建築 の い が建

ま な に かれて入居したため、 」という

を多く かれた。 
（ ） のまとめ 
	 上の より、敷地 としての変化は な

く、建替えは 宅地で られたものの、 においても

住宅 ンにおいても、建築協定で 定されていない

、特にアレイと 関の を めて、計画時の方針が

継承されていることが分かった。すなわ つの「 」

については、そのまま継承されていたといえる。一方、

18の「 」では、敷地がモール と道 に し

ていることの「 」、 都市性と 性、 ハレと 、

が されない われ方になっていた。また、 地（ア

レイ） は、 す ての宅地で 入れられていな

かった。また、建築協定には の 定がなかったため、
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は半数近くの建 で様々な に り替えられている

ことが分かった。 
 
． の 	

	 本研究では、1984年 と じ で、2015年の居
住者アン ー を行った。 が半数の 12 と

わ かであっため、ここでは 考として す。1984年  
は、14 の であった。 
（１） 者 性 
	 年 は、63.4 で、 世 人数は 2.9人であっ
た。1984年 では、 年 36.6 で、 世 人

数は 3.6人であった。また、半数が居住 30年 上で、

からの入居者であった。 
（ ）18の「 」の 価 
	 は、18の「 」 の 価を 数で した、1984
年 は 数 14 、2015 年 は 10 である。

た し、 の 設の は設 、「統一 のある

」を に えた。 
	 開 住宅 ンによる住宅の居住性に関わる

「日 」「 」「行 部屋の 」「 立性の高い居 」

は、1984 年 では も高い「 価１」との えを 11
12 得ていたが、2015年 でも「日 」「 」は

「 価１」を 、「行 部屋の 」「 立性の高

い居 」も「 価 」 上を 得ており 価が高

かった。一方、1984年 で 価が かった「 地（ア

レイ） し」については、2015年 で 価が高くな

っているが、観 により のアレイ利用は られ

なかった。「ハレと 」は 1984年 では「 価１」が

2015年 では が理解されていなかった。 
 
． と と 	

	 敷地での戸建住宅の 現を 指して設計方針がさ

められた三原台アレイハウスの、 年経過後にお る

価を行った。空き家はなく、 戸居住者がいること、

有地が適 に 理されていること、居住者による建築

協定の が りなく行われていることは、高く 価さ

れる。 敷地での居住性を 保するための、三 開

住宅、 地（アレイ）、 地入りの 関などは、居住者に

高く 価され、継承されていた。	

	 しかし、 やデ インの継承は難しく、 戸が個性化

することが らかとなった。	

	 計画時に設計方針を完 には できなかった道

とモール と い分 は、空間 を生 出すことなく、

から され 、継承もされなかった。本 アレイ

ハウスは、都市の住まいである「町家の再生」として取

り入れられた空間 であったが、三原台アレイハウス

の北 は 道 で 関を設 ることができ 、

も する は 地 地であり、都市性のある

ではなかったため、「 と 」、「ハレと 」といった

空間 を生 出 なかったものと考える。	
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